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カルテルと聞くと、製品・サービス市場における売り手側の価格協定、生産調整協定、市場分

割協定等を思い浮かべる方が多いかもしれない。しかし、近時、米国では、米国司法省反トラス

ト局(“DOJ”)及び連邦取引委員会(“FTC”)による 2016 年 10 月の賃金協定及び労働者引き抜き禁

止協定に関する人事担当者向けの独禁法の指針1(以下「本指針」という。)や実例を受けて、これ

らの協定が労働市場での競合社間での競争を制限し、賃金等の労働条件の低下をもたらすとし

て、独禁法の重要問題になっている。当該協定には上記の従来型カルテルでは考えにくかった人

事担当者の関与する可能性がある。一方、日本でも、2018年 2月に公取委の競争政策研究セン

ター内の人材と競争政策に関する研究会の報告書及びそれに関する議論の中で、同様のことが

問題となっている。なお、米国では後述の Knorr 社の事案後現在までの間にも複数の関連事案

が生じており、日本でも、本稿執筆時に、ニューイヤー駅伝等を主催する陸上競技団体による選

手の移籍の一定の制限に関する公取委調査の報道2に接した。 

本稿は当該問題を論じたアメリカ法曹協会内のカルテル及び刑事実務委員会による今夏のニ

ューズレター(上記 4本の論文で構成)を纏めたものである(本稿内の脚注は当職らによる引用)。 

 

【本指針】 

賃金協定とは労働者をめぐり競争する雇用者間での賃金等に関する協定であり、引き抜き禁

止協定とは当該雇用者間で競合他社の労働者の勧誘や雇用等を禁じる協定である(以上①)。 

本指針は、「あからさまな」賃金協定や引き抜き禁止協定3は当然違法であるとし、これは、仮

に賃金協定や引き抜き禁止協定が正当な提携と別物であるか、当該提携に合理的に必要でない

場合、当該協定は競争制限効果の調査なしに違法とみなされることを意味する。もし正当な提携

の一部であれば4、合理の原則を使って全ての事情を考慮して違法かどうかが検討される。そし

https://www.axinn.com/professionals-Daniel-Oakes.html
http://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1862/


IBLES, No.14 (2019.1) 3B 

 

て、本指針は、そのような「あからさまな」賃金協定や引き抜き禁止協定に対しては民事でなく

刑事摘発するとの意思を示している(以上④)。 

本指針によれば、賃金以外の労働対価や労働条件や採用についての競合社間の協定も問題に

なり得る。さらに、競合社間での労働条件の情報交換自体も、当然違法ではないが5、独禁法違

反になり得、また違法行為の状況証拠とされ得るので、注意すべきである。さらに、個人である

上級管理職や部下、さらには関与した人事担当幹部も DOJの標的になり得る6(以上②)。 

本指針は、人事担当者はその実務の独禁法遵守を確保するために最適な立場にいるとしてお

り、人事担当者がこうした問題意識を持てるようになることが重要である。また、後述の 2018

年 4月の事案では DOJによる買収の調査中に引き抜き禁止協定が見つかっており、買収の当事

者は、そういった問題についても注意してレビューする必要がある。 

  

本指針公表後も、DOJ は、雇用が独禁調査の範囲内であること及び今後の摘発の可能性を繰

り返し表明している。例えば、2017年 9月には、一定の種類の労働者をめぐり競争関係にある

相手との「あからさまな」引き抜き禁止協定や賃金協定は、たとえ自分が当該相手と製品やサー

ビスにつき競争関係になくても問題となると指摘した。2018年 1月には、DOJは幾つかの進行

中の調査を抱えており、引き抜き禁止協定が非常に広く行われていることに驚いているとし、数

か月以内の新事例の発表を仄めかした。同年 2 月には、本指針後の問題行為を刑事摘発するこ

とを明確にしており、その前の事案は民事事件として扱う姿勢と考えられる(以上③)。 

 

【実例】 

上記の流れを受け、2018年 4月、DOJは、引き抜き禁止協定について鉄道設備の供給業者 2

社との間で民事和解を発表した。これは本指針後初の調査事案であり、刑事摘発ではなく民事の

同意判決で解決された7。DOJは当該協定が本指針前に終わっていたため、そのような解決とな

ったとした。訴状によれば、Knorr-Bremse AGと子会社 2社、及びWestinghouse Air Brake 

Technologies Corporation(“Wabtec”)は、2009年から 2016年 5月まで他社の従業員を勧誘せず

雇わないとの協定をし、第三の業者である Faiveley Transport S.A.も Wabtec 社が 2016 年 11

月に同社を買収するまでは当該協定の当事者であり、DOJ は当該買収の調査の間に当該協定を

発見した。当該協定は、プロジェクトマネージャー、エンジニア等の様々な労働者を含んでいた。

Knorr社とWabtec社の両サイドは、互いの労働者を雇う場合には他社の許可を得ることにして

おり、当該協定を外部のリクルーターに伝えていた。実際に、Wabtec社は、外部リクルーター

に Knorr社側からの労働者を勧誘しないよう話したり、協定に違反しないように Faiveley側の

労働者の採用を控えたりしていた。当該協定には上級管理職も関与していたが、DOJ は彼らは

和解に含めなかった。Knorr社とWabtec社は、正当な業務提携に伴う場合を除き、引き抜き禁

止協定を締結しないこと(なお競合他社に引き抜き禁止を勧めたり自社の引き抜き禁止施策を知

らせたりせず、一方的に引き抜き禁止施策を採ることは自由)、コンプライアンスと通知のプロ

グラムの実施、及び DOJの調査への協力に同意した(以上②)。 
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上記プログラムには、例えば、Wabtec社と Knorr社は、独禁コンプライアンスオフィサーを

選任すること、米国の労働者や鉄道業界や外部のリクルーターに和解を周知すること、最上層部

や人事担当管理職に、和解条項を読み理解し、何らの違反も認識していない旨を認証させるこ

と、CEO、CFO及びジェネラルカウンセルに会社が和解条項に従っていることを毎年認証させ

ること等の多くの義務が含まれた。 

さらに、和解の発表後、Wabtec社の関係会社の元従業員による Knorr社、Wabtec社及びそ

れらの子会社に対するクラスアクションが、2009 年から訴え時点までにおける Knorr 社及び

Wabtec社とそれらの完全子会社の全従業員を代理してなされた8(以上③)。 

 

なお、本指針前にも、DOJ や FTC は、1990 年代より、看護師やファッションモデルの労働

市場において、賃金協定や賃金情報の交換等につき数件の摘発を行い、同意判決を得ていた。

DOJは、2010年、Adobe社、Apple社、Google社、Intel社、Intuit社及び Pixar社が関与す

る、他社のコンピューターエンジニアやコンピューターサイエンティストの勧誘を防止する 5

つの協定の事案9、Lucasfilm及び Pixarの間の類似事案10、2012年の Intuit及び eBay社の勧

誘や雇用を禁止する協定の事案11をそれぞれ摘発し、いずれも同意判決がなされた。そしてこれ

らの 2010 年以降の事案につき 64000 名以上の現在又は以前の労働者が関与するクラスアクシ

ョンが提起され、2015年に$400Mを超える額で和解が成立した(以上④)。 

 

【刑事事件における論点】 

未だ刑事摘発事件がないため、量刑計算がどのようになされるかは不明であるが、既存の連邦

量刑ガイドライン12の枠組みにはフィットしない。製品市場で販売価格の協定を締結する従来の

カルテルでは、罰金額を決める重要な要素は VOC(Volume of Commerce。一般的にはカルテル

によって影響を受けた売上高)であり、その大きさに応じて犯罪レベルが上方修正され、その

20％が会社の基本罰金額を計算するために使われる。しかし、引き抜き禁止協定は、製品市場で

人工的に売上を膨らませず、むしろ労働者の賃金を下げ、労働者を囲い込むことで、消費者にと

っては品質向上やコスト減になり得る。VOCは引き抜き禁止協定の対象となった職種の全賃金

か、当該協定により影響された部分のみか、仮に後者として如何に当該部分を算定するか等の悩

ましい問題があるが、DOJ はフェアなアプローチをすべきであり、リニエンシーや司法取引を

促すためにも、明確な考え方を示すべきである(以上②)。 

 

【労使間の競業避止義務】 

労使間で締結される労働者の競合他社への転職機会を制限する競業避止合意については、上

記両協定と同様に転職の機会を奪い賃金の競争制限を招くものの、本指針では論じられていな

い。当該競業避止合意には上記両協定との根本的な違いが 2 点ある。第 1 に、当該合意には、

通常元労働者による営業秘密漏洩防止、労働者への営業秘密共有や投資の促進といった正当な

理由があり、合理の原則に服することになる。第 2に、労使間の合意であって、競合社間での労
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働市場での競争を制限する合意ではなく、労働者は当該合意に同意している。ただし、仮に各々

が労働者と当該合意をする旨の協定を競合社間で締結すれば、引き抜き禁止協定の一種と解さ

れる場合もあり得るし、当該合意が賃金を抑えたり転職機会を制限するためのスキームの一部

として使われる場合、損害を受けた労働者等により民事独禁訴訟を提起されるかもしれない。ま

た、当該合意の合法性は各州法により異なり、さらには各州独禁法も問題になり得る(以上④)。 

以上 
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2018).   
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